
政治資金監査に関するＱ＆Ａ（その８）

92 　登録政治資金監査人が政治資金監査報酬を受領
した際に、国会議員関係政治団体に対して作成す
る領収書等には、収入印紙の貼付が必要か。

　登録政治資金監査人が政治資金監査報酬を受領した際に、国会議員関係
政治団体に対して作成する領収書等は、営業に関しない受取書に該当しま
すので、印紙税は課せられず、収入印紙を貼付する必要はありません。
　このＱ＆Ａについては、国税庁の文書回答制度に基づく照会を行い、回
答を受けています（照会及び回答については、「国税庁ホームページ 登
録政治資金監査人が作成する「受取書」に係る印紙税法上の取扱いについ
て」をご参照ください。)。

93 　政治資金監査を国会議員関係政治団体の主たる
事務所と主たる事務所以外の場所で実施した場
合、政治資金監査報告書の「１　監査の概要」
（４）政治資金監査の実施場所については、どの
ように記載すべきか。

　お尋ねの場合、国会議員関係政治団体の主たる事務所においても政治資
金監査を実施しており、当該政治資金監査は、「国会議員関係政治団体の
活動実体を踏まえて経常経費を確認すること」という原則を担保しており
ます。
　したがって、政治資金監査報告書記載例のとおり記載すれば差し支えな
く、主たる事務所以外の実施場所についてまで、政治資金監査報告書に記
載する必要はありません。

94 　支出の目的が記載されていないため政治資金規
正法上の領収書等に該当しない１件１万円を越え
る領収書で、政治資金監査において領収書の記載
事項と会計帳簿の記載事項との整合性が取れてい
るため、領収書等亡失等一覧表には記載されな
かった場合、当該領収書を収支報告書と併せて提
出する必要はないのか。

　お尋ねの領収書は、政治資金規正法上の領収書等には該当しないため、
提出義務はかかりませんが、当該支出については、領収書等亡失等一覧表
に記載されないため、政治資金の収支の公開の観点から、収支報告書と併
せて提出すべきであると考えられます。
　なお、支出の目的が記載されていない領収書を受領した場合には、発行
者に対して、記載の追加や再発行を要請するなど、支出の目的が記載され
た領収書等を備えることが原則です。
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95 　政党支部に対して、政党助成法による監査意見
書を作成した弁護士、公認会計士又は税理士が、
登録政治資金監査人として、当該政党支部の政治
資金監査を行うことはできるのか。

　政党助成法による監査意見書を作成した弁護士、公認会計士又は税理士
が、当該政党支部の役職員など政治資金規正法の業務制限に該当しない場
合には、登録政治資金監査人として当該団体の政治資金監査を行うことは
差し支えありません。

96 　インターネットバンキングを利用して、振込み
した場合、振込み依頼を受け付けた旨を表示する
画面を出力した書面は、振込明細書と認められる
のか。

　お尋ねの書面に、当該書面を作成した金融機関名、支出の金額及び年月
日が記載されている場合、振込明細書に該当します。
　ただし、受付日と口座引落し日が異なるいわゆる指定日振込みについて
は、お尋ねの書面からでは、確かに口座引落しされたかどうか明らかでは
ないため、振込明細書には該当しません。
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